
人

件

市長公室情報公開課

総務部 課税課 

市民人権部市民窓口課

市民人権部衛生課

市民人権部市民協働課

市民人権部人権文化センター

子育て福祉部地域福祉課

子育て福祉部児童館

健康推進部保険年金課

健康推進部健康づくり推進課

まちづくり政策部道路交通課

まちづくり政策部まちづくり推進課

まちづくり政策部住宅政策課

産業環境部みどり環境課

産業環境部農業振興課

上下水道部下水道課

 教育委員会（教育総務部・生涯学習部）

 消防長（消防本部）

 議会（議会事務局）

8

3

(8)

192 49 128

2

3

2

開示 部分開示 内不存在

192

（２）実施機関別の処理件数

実施機関別の処理件数
処理件数

2

取下げ

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（１）利用状況

開示請求

95

処理内容（件）

（件） 非開示

2

4

1

1

1

2

2

17

2 1

1

1

1

7

1

107

3

(12)

2

1

1

8

13

(2)3

1

1 5

5

市
　
　
　
　
　
長

1 1

1

15 84

2

2

6

28 11

7 1 4 2 (2)

14

合計　(件) 

情報公開制度の運用状況

1 1

4



（３）審査請求
① …審査庁が開示請求に対する処分をすべきと裁決を通知したもの

…市長（道路交通課）

② …審査庁が却下と裁決を通知したもの

…市長（みどり環境課）

…市長（道路交通課）

…市長（道路交通課）

１件

実施機関

審査請求日

平成30年10月1日

平成31年1月15日

平成31年2月1日
平成30年12月11日開示請求　平成30年12月26日部分開示決定
【実施機関は開示請求から15日以内の決定を行っておらず、条例第9条第1
項の規定に違反しているとして、審査請求を行ったもの】

平成30年11月2日 審査庁（まちづくり推進課）裁決：開示請求に対する処分をすべき

平成30年11月2日 実施機関から請求人へ部分開示決定通知を送付

３件

実施機関

審査請求日 請求の内容

請求の内容

平成30年9月12日開示請求
【実施機関は話し合いの中で開示請求が取り下げられたものと判断した
が、請求人は取り下げた覚えがなく、15日以内に開示決定等が行われな
かったことから審査請求を行ったもの】

その後の経過

平成31年1月18日
審査庁（農業振興課）裁決：開示請求に対する不作為は部分開示決定処分
によって、消滅していることから却下

実施機関から請求人へ部分開示決定

その後の経過

平成30年12月25日開示請求
【実施機関は開示請求から15日以内の決定を行っておらず、請求人が審査
請求を行ったもの】

審査庁（まちづくり推進課）裁決：非開示決定処分が既になされているこ
とから却下

平成31年1月10日

その後の経過

審査請求日 請求の内容

その後の経過

平成31年2月22日
審査庁（まちづくり推進課）裁決：部分開示決定処分が既になされている
ことから却下

実施機関

審査請求日 請求の内容

平成31年1月4日
平成30年12月5日開示請求　平成30年12月20日非開示決定
【実施機関は開示請求から15日以内の決定を行っておらず、条例第9条第1
項の規定に違反しているとして、審査請求を行ったもの】

平成31年2月22日

実施機関



③ …審査庁から情報公開審査会へ諮問があったもの

…市長（道路交通課）

…議会（議会事務局）

…議会（議会事務局）

（４）その他

開示期限延長　 ６件

実施機関　教育委員会　（生涯学習課）…5件

実施機関　議会　（議会事務局）…1件

開示期限超過　 ７件

実施機関　市長　（市民窓口課）…１件

実施機関　市長　（道路交通課）…５件

実施機関　市長　（みどり環境課）…１件

審査請求日

平成30年7月10日

その後の経過
平成30年9月18日

３件

請求の内容

平成30年6月18日開示請求
【非開示とされた文書は保管されているはずとの理由で
審査請求を行ったもの】

決定内容

その後の経過
平成30年12月26日 情報公開審査会へ諮問

平成30年9月19日開示請求
【非開示とされた情報は開示されるべきとの理由で審査
請求を行ったもの】

開示請求の対象と
なる情報に該当し
ないため

平成30年10月30日

実施機関

審査請求日 請求の内容 決定内容

その後の経過
平成30年12月26日 情報公開審査会へ諮問

令和元年5月29日 情報公開審査会答申：開示すべき

実施機関

審査請求日 請求の内容

情報公開審査会答申：決定内容は妥当

令和元年5月29日 情報公開審査会答申：決定内容は妥当

平成30年11月14日
平成30年10月11日開示請求
【非開示とされた文書は保管されているはずとの理由で
審査請求を行ったもの】 文書不存在

平成30年11月22日

平成31年2月14日
平成31年4月25日

情報公開審査会を開催

平成30年11月14日

平成31年2月14日
平成31年4月25日

情報公開審査会を開催

令和元年6月17日

実施機関

開示決定

平成30年10月1日

決定内容

非開示

平成30年10月24日

文書不存在

情報公開審査会へ諮問
情報公開審査会を開催

　非開示
平成30年7月2日

非開示


